
 

 

公 表 用  
 

５建企第１１７号 

                                                       令和５年６月８日 

各    位 

 

 

長 崎 県 土 木 部 

 

 

 

長崎県建設工事施工管理基準の修正について 

 

 

 

標記について、令和５年４月版として適用しているところですが、下記のとおり修

正しました。 

 

 

 

記 

 

 

１．修正図書  長崎県建設工事施工管理基準（令和５年４月） 

 

 

２．改定内容  別添「長崎県建設工事施工管理基準【修正内容】」による 

 

 

 

 

 

 

  ４．その他   印刷物の配布は行いませんので、各自、基準班イントラ又は土木

部ホームページよりダウンロードしてご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

                             



長 崎 県 建 設 工 事 

施 工 管 理 基 準 

【修正内容】 

（※修正箇所を赤色で表示しております） 

令和５年４月 

長 崎 県 土 木 部  



品質管理基準及び規格値（一般土木）

工種 種別
試験
区分

試　験　項　目 試 験 方 法 規　格　値 試　験　基　準 摘　　要
試験成績表等
による確認

材
料

必
須

コンクリートの空気量
測定
（凍害を受ける恐れの
あるコンクリート製
品）

JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

JIS A 5364
4.5±1.5%（許容差）

1回／日以上 ○

骨材のふるい分け試験
(粒度・粗粒率）

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

JIS A 5364
JIS A 5308

１回/月以上および産地が変わった場合。 ○

骨材の密度及び吸水率
試験

JIS A 1109
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

JIS A 5364
JIS A 5308

１回/月以上および産地が変わった場合。 JIS A 5005（コンクリート用砕石及び砕砂）
JIS A 5011-1（コンクリート用スラグ骨材－第1部：
高炉スラグ骨材）
JIS A 5011-2（コンクリート用スラグ骨材－第2部：
フェロニッケルスラグ骨材）
JIS A 5011-3（コンクリート用スラグ骨材－第3部：
銅スラグ骨材）
JIS A 5011-4（コンクリート用スラグ骨材－第4部：
電気炉酸化スラグ骨材）
JIS A 5021（コンクリート用再生骨材H）

○

粗骨材のすりへり試験 JIS A 1121
JIS A 5005

JIS A　5364
JIS A 5308

１回/年 月以上および産地が変わった場合。 ○

骨材の微粒分量試験 JIS A 1103
JIS A 5005

粗骨材
砕石　3.0％以下（ただし、粒形判定実績率
が58％以上の場合は5.0％以下）
スラグ粗骨材　5.0％以下
それ以外（砂利等）　1.0％以下
細骨材
砕砂　9.0％以下（ただし、すりへり作用を
受ける場合は5.0％以下）
スラグ細骨材　7.0％以下（ただし、すりへ
り作用を受ける場合は5.0％以下）
それ以外（砂等）　5.0％以下
（ただし、すりへり作用を受ける場合は
3.0％以下）

工事開始前、工事中１回/月以上および産地が
変わった場合。
（山砂の場合は、１回／週以上）

○

砂の有機不純物試験 JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮
強度が90%以上の場合は使用できる。

１回/年以上および産地が変わった場合。 濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細
骨材のﾓﾙﾀﾙ圧縮強度による試験方法」による。

○

骨材中の粘土塊量の試
験

JIS A 1137 細骨材：1.0%以下
粗骨材：0.25%以下

1回／月以上及び産地が変わった場合。 ○

硫酸ナトリウムによる
骨材の安定性試験

JIS A 1122
JIS A 5005

細骨材：10%以下
粗骨材：12%以下

砂、砂利：
製作開始前、1回／6ヶ月以上及び産地が
変わった場合。
砕砂、砕石：
製作開始前、1回／年以上及び産地が変
わった場合。
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